
（別紙） 

添加物ジフェノコナゾールに係る御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

ジフェノコナゾールを食品添加物に指定し、ばれいし

ょに使用することに反対である。 

１．わたしたちは、いままでも、農薬成分でもあるア

ゾキシストロビン、ピリメタニル、フルジオキソニル、

プロピコナゾールを、柑橘類や果実類に食品添加物・

防黴剤に指定し、収穫後に使用することに反対してき

た。さらに、ばれいしょに新たな食品添加物として使

用すべきでない。 

２．カナダのばれいしょ残留試験16事例で、種子処

理後の最大残留値は0.096ppmであるが、食品添加

物・防黴剤としての試験では、最大残留量は

3.58mg/kg である。これを根拠に使用基準を4ppmと

すべきでない。 

３．日本やＥＵでは、収穫前の作物に殺菌剤としての

用途はあるが、収穫後の適用はない。また、ばれいし

ょへの適用登録もない。アメリカとカナダでは、防か

びを目的として、ジフェノコナゾールをキャッサバ、

さといも、ばれいしょ等の収穫後に、塊茎にスプレー

液として処理している（そのため、両国では、残留基

準が4.0ppmとなっている）。日本がばれいしょ輸入の

ために食品添加物指定をする必要はない。輸入相手国

には、日本国内同様、収穫後使用を認めず、本成分処

理以外の冷暗所保存などの防黴対策を求めればよい。 

４．ジフェノコナゾールは、マウスの18カ月発がん

性試験で、肝細胞腺腫及び肝細胞癌が認められるが、

非遺伝毒性メカニズムと考えられている。食品添加物

として、浸透性のある本成分を塊茎に使用すれば、ポ

テトチップその他、ばれいしょ加工品への残留量が増

大する。このような成分の摂取は出来る限り減らすべ

きで、収穫後に食品添加物・防黴剤として使用するこ

とは許可すべきでない。 

５．ばれいしょの残留基準を4ppmとすると、ＴＭＤ

Ｉへの寄与率が国民全体区分で21％と食品中で一番

たかくなる。そのため、暴露残留量を1.2ppmとして、

ＥＤＩを算出し、対ＡＤＩ比を低値にみせかけている

（それでも、幼小児は70.2％と高い)。 

 食品添加物用途をなくせば、この比率はもっと下が

り、消費者の安全・安心につながる。 

６．短期推定摂取量ＥＳＴＩの算出に際しても、暴露

数値を残留基準よりも、低値（残留試験の中央値）に

している食品が、国民全体区分で64種、幼小児区分

で36食品である。ばれいしょでは、暴露残留量を食

【回答１】 

我が国では、農産物の収穫前に使用する化学物質

は農薬取締法上の農薬として、保存の目的で収穫後

に使用する化学物質は食品衛生法上の食品添加物に

分類されます。そのため、ジフェノコナゾールは、

使用方法に応じて農薬としても食品添加物としても

指定されることとなりました。 

基準値については、内閣府食品安全委員会におけ

る食品健康影響評価、残留試験の結果や各食品の摂

食量データ等を踏まえ、薬事・食品衛生審議会にお

いて専門家や消費者の御意見を聴いた上で、子供や

妊婦も含めて国民の健康に悪影響が生じないよう設

定しています。 

食品健康影響評価において、「マウス18か月発がん

性試験において肝細胞腺腫及び肝細胞癌が認められ

たが、これらの腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるも

のとは考え難く、評価に当たり閾値を設定すること

は可能であると考えられた。」と結論され、人が一生

涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響が

ないと推定される摂取量として、ADIが設定されてお

り、これに基づく適切なリスク管理により食品を介

した安全性は担保できると考えています。 

 

理論最大一日摂取量（TMDI）方式による暴露量の

試算値は、残留基準と各食品の平均摂取量により算

出されるスクリーニング手段としての計算値である

ため、平成13年１月15日付けの食品衛生調査会（当

時）の「残留農薬基準設定における暴露評価の精密

化に関する意見具申」に従い、より実態に即した暴

露量の試算値である推定一日摂取量（EDI）方式によ

り暴露評価を行い、ADIの80%の範囲内に収まること

を確認したものです。EDI試算の根拠としては、同意

見具申を踏まえ、作物残留試験があるものは、その

平均値を用いています。詳細については以下を御覧

ください。 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B

1D46071827492569D500276377.html 

 



 

品添加物基準4ppmより少ない1.9ppmとしているが、

ＥＳＴＩの対ＡＲｆＤ比は、幼小児区分で20％であ

る。食品添加物用途をなくした方が、ＴＭＤＩ同様、

この比率は下がり、国民の安全・安心につながる。 

 

短期推定摂取量（ESTI）の推計においては、作物

残留試験が４例以上ある場合には、作物残留試験に

おける最高残留濃度（HR）を用い、３例以下の場合

には残留基準値（MRL）を用いることとしています。

HRを用いる場合についても、食品の形態に応じてHR

に変動係数を乗じるなど、ESTIが過小にならないよ

うに配慮しています。また、大量に混合又はブレン

ドされる穀類等の場合は、中央値（STMR）を用いて

おり、一律に基準値を用いるより、実態に即した評

価となります。短期摂取量の推定等については、平

成26年11月27日の農薬・動物用医薬品部会「急性参

照用量を考慮した残留農薬基準の設定について」を

御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121

000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf 

 

なお、ジフェコナゾールの残留基準の設定に係る

資料については、農薬・動物用医薬品部会の資料及

び食品安全委員会の食品健康影響評価を御確認くだ

さい。 

（農薬・動物用医薬品部会の資料） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06455.html 

（農薬・動物用医薬品部会の議事録） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07842.html 

（食品健康影響評価） 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument

/show/kya20190220027 

 

また、ジフェコナゾールの添加物の新規指定及び

規格基準の設定に関する審議過程については、食品

衛生分科会添加物部会の資料を御確認ください。 

(食品衛生分科会添加物部会) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuj

i_127889.html 

(食品衛生分科会添加物部会の議事録) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07402.html 

 

２ 【意見２】 

ジフェノコナゾールの添加物指定に関する意見書 

以下の理由から、ジフェノコナゾールの添加物指定に

反対する。 

１．ジフェノコナゾールによる健康影響が懸念される 

 報告書にあるようにジフェノコナゾールは発がん

【回答２】 

【回答１】を御参照ください。 



 

性と神経毒性が報告されており、ジフェノコナゾール

は浸透性なので、洗っても皮を剥いても残留しやす

い。報告書における馬鈴薯からの推定摂取量は食品安

全委員会が設定したADIと比較して、成人で7%前後、

小児で21.6％となっていて、馬鈴薯の多食群ではこ

の数倍になる可能性がある。ADIに近い摂取の恐れの

ある使用を許容すべきでない。 

２．なしくずし的なポストハーベスト農薬解禁となる 

 収穫後に用いる農薬であるポストハーベスト農薬

は米国等では許可されているが、日本では許可されて

いなかった。1970年代のOPPとTBZの食品添加物と

しての許可は米国からの圧力によるものと理解して

いるが、その後もポストハーベストの追加許可は果物

の防かび剤の範囲だった。今回馬鈴薯の防かび剤に拡

大するのは、なしくずし的なポストハーベスト農薬解

禁であり、許容すべきでない。 

３．馬鈴薯の輸入拡大につながる 

 国内で生産される馬鈴薯はこれまでポストハーベ

スト農薬を使用しないで流通しており、明らかに輸入

拡大のための食品添加物指定である。馬鈴薯の自給率

は低下傾向にあり、70%を割っていることから、さら

なる自給率低下は望ましくない。輸入拡大のための食

品添加物指定には反対する。 

 

３ 【意見３】 

農薬であるジフェノコナゾールを食品添加物に指定

する必要は無いと考える。食品添加物に指定するとい

うことは、農薬を摂取することを前提とした話だと思

うが、その必要性は輸入作物のためなのでしょうか。

日本での馬鈴薯収穫にはポストハーベストは実施さ

れていないということです。では、この農薬の必要性

はどこにあるのでしょうか。輸入の馬鈴薯を増やすと

いうことでしょうか。これ以上食料自給率を下げるこ

とになる策を取るべきでは無いと考えます。また、こ

の農薬は浸透性のため洗っても皮を剥いても除去で

きるものでは無い点に於いても大変残留しやく、高濃

度の汚染が懸念されると考えます。安全でなく、さら

に未来に向けて日本の自給率を下げ、人間のみならず

地球環境にも悪影響を及ぼす農薬を添加物認定する

ことは大変遺憾である。添加物認定することに反対で

す。今だけでなくこれから先のこと、持続可能な地球

という点に於いても全く反していると思います。 

 

【回答３】 

【回答１】を御参照ください。 

４ 【意見４】 

反対します。 

農薬を食品添加物にすることで、未知のリスクがある

【回答４】 

【回答１】を御参照ください。 



 

事は容易に想像できます。 

消費者の利益になるないこと、害の可能性のあるもの

はやめてください。 

 

５ 【意見５】 

次の理由から、ジフェノコナゾールの添加物指定に反

対する。 

１．ジフェノコナゾールには、発ガン性と神経毒性、

その他の毒性が報告されているので安全とはいえな

い。添加物部会報告書にあるようにジフェノコナゾー

ルは発がん性と神経毒性、その他の毒性が報告されて

いる。発ガン性や神経毒性に閾値が存在するとしてい

るが、この動物実験だけで閾値を想定することは、科

学的な根拠とはいえない。 

２．馬鈴薯の収穫後の薬剤散布を認める必要性、緊急

性はない。日本では、これまで、馬鈴薯に収穫後の防

かび剤は使用されていないし、使用が許可されてはい

なかった（食品添加物指定はない）。国内流通では、

そのような必要性がないからである。今後とも、国内

産の流通にこうした防かび剤は不必要であるし、これ

を認めるべき緊急性もない。 

以上のように、わざわざ、北米では許可されていると

いう薬剤を認めようとすることは、食品の安全性を無

視した輸入優先となることを意味する。そのための今

回のジフェノコナゾールの添加物指定に、強く反対す

る。 

 

【回答５】 

【回答１】を御参照ください。 

６ 【意見６】 

ジフェノコナゾールの安全性は担保されておらず、添

加物として認定することに強く反対するものである。

許せない。 

 

【回答６】 

【回答１】を御参照ください。 

７ 【意見７】 

添加物、農薬は、さけられる。 

放射能、ゲノムは、こっそりやってくる。 

自然をこわすと、もっとこわれていく。 

未来にまで、てをのばすな 

私たちのものではないのだ。 

 

【回答７】 

【回答１】を御参照ください。 

８ 【意見８】 

農薬を添加物として認めるのは止めてください。 

 

【回答８】 

【回答１】を御参照ください。 

９ 【意見９】 

以下の理由から、ジフェノコナゾールの添加物指定に

反対する。 

１．ジフェノコナゾールによる健康影響が懸念される 

【回答９】 

【回答１】を御参照ください。 



 

報告書にあるようにジフェノコナゾールは発がん性

と神経毒性が報告されており、ジフェノコナゾールは

浸透性なので、洗っても皮を剥いても残留しやすい。

報告書における馬鈴薯からの推定摂取量は食品安全

委員会が設定したADIと比較して、成人で7%前後、

小児で21.6％となっていて、馬鈴薯の多食群ではこ

の数倍になる可能性がある。ADIに近い摂取の恐れの

ある使用を許容すべきでない。 

２．なしくずし的なポストハーベスト農薬解禁となる 

 収穫後に用いる農薬であるポストハーベスト農薬

は米国等では許可されているが、日本では許可されて

いなかった。1970年代のOPPとTBZの食品添加物と

しての許可は米国からの圧力によるものと理解して

いるが、その後もポストハーベストの追加許可は果物

の防かび剤の範囲だった。今回馬鈴薯の防かび剤に拡

大するのは、なしくずし的なポストハーベスト農薬解

禁であり、許容すべきでない。 

３．馬鈴薯の輸入拡大につながる 

 国内で生産される馬鈴薯はこれまでポストハーベ

スト農薬を使用しないで流通しており、明らかに輸入

拡大のための食品添加物指定である。馬鈴薯の自給率

は低下傾向にあり、70%を割っていることから、さら

なる自給率低下は望ましくない。輸入拡大のための食

品添加物指定には反対する。 

  現在、新型コロナウイルスにより、世界中で経済活

動がストップしている。輸入に頼っている日本は、こ

れ以上の自給率低下は本格的な食糧危機につながっ

てしまう。日本の食、日本人の健康を守る方向で、安

易な方向に流されず、厳格な省令を作っていただきた

い。 

 

10 【意見10】 

農薬であるジフェノコナゾールを食品へ添加される

ことは、反対します。安全性の評価がされておらず、

いかなる健康被害が発生するか不明であるためです。 

これらの、評価が示されない限り、反対します。 

また、なぜ、農薬を食品に添加しないといけないのか、

疑問です。 

 

【回答10】 

【回答１】を御参照ください。 

11 【意見11】 

ジフェノコナゾールは、農薬であり、収穫後農薬いわ

ゆるポストハーベストを食品添加物とするのは、いか

がなものかと思います。 

食品添加物となれば、表示義務が生じますが、それは

どのようになっているのでしょうか。 

現在使われている農薬を、最低限にしていくことが、

【回答11】 

【回答１】を御参照ください。 

食品添加物の表示につきましては、消費者庁から

示されている食品表示基準等に基づき規制が行われ

ております。 



 

国民の健康を守るという国の責任ではないでしょう

か。お考え下さい。 

 

 



 

 

イソアルファー苦味酸、高級脂肪酸（カプリル酸）、高級脂肪酸（カプリン酸）、高級脂肪酸（ステアリン酸）、

高級脂肪酸（パルミチン酸）、高級脂肪酸（ベヘニン酸）、高級脂肪酸（ミリスチン酸）、高級脂肪酸（ラウリン

酸）及び生石灰に係る御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 以下につきお示しいただきたい。 

１．「生石灰」の規格（案）と「酸化カルシウム」の

規格に適合する物を販売する場合、「生石灰」、「酸化

カルシウム」のいずれとすべきか。 

２．「高級脂肪酸」７品目の規格（案）にそれぞれ適

合する物を、規則別表第一の「脂肪酸類」である「香

料」として販売し、または使用することは可能か。ま

た、当該香料に「着香の目的以外に使用してはならな

い」の使用基準は適用されるか。また、当該香料の製

造に添加物製造業の許可は要するか。 

３．「イソアルファー苦味酸」の規格（案）に適合す

る物を「ホップ香料」として販売し、または使用する

ことは可能か。また、当該香料の製造に添加物製造業

の許可は要しないか。 

１．今回、成分規格が設定された生石灰は、既存添

加物名簿（平成８年４月16日厚生省告示第120号）

に収載された食品添加物であり、化学的手段により

元素又は化合物に分解反応以外の化学反応を起こさ

せて得られたものは該当しません。一方、酸化カル

シウムは、食品衛生法施行規則（昭和23年７月13

日厚生省令第23号）別表第１に収載され、食品衛生

法第12条の規定によって使用が認められている食

品添加物であり、上記のような要件はありません。

これらを勘案して、生石灰又は酸化カルシウムのそ

れぞれの規格への該当性を踏まえて判断することに

なります 

２．今回、成分規格が設定された高級脂肪酸７品目

（カプリル酸、カプリン酸、ステアリン酸、パルミ

チン酸、ベヘニン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸）

の各規格に適合するものを規則別表第一の脂肪酸類

である香料として販売等することは差し支えありま

せん。この場合、使用基準に適合する必要がありま

す。また、当該香料たる脂肪酸類については、規格

が定められた添加物ではないため製造において添加

物製造業の許可を受ける必要はありません。 

３．イソアルファー苦味酸の成分規格に適合するも

のがホップから得られた天然香料である場合は、当

該製品を食品衛生法第４条第３項に定める天然香料

として販売等することは差し支えありません。天然

香料は、成分規格が定められた添加物でないため、

その製造に際して添加物製造業の許可を受ける必要

はありません。 

 

 



 

イミノクタジンに関する御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

「水道水の水質管理目標設定項目の改正案」が意見終

了となったが、イミノクタジンはグアニジン系の薬剤

とのことで、○の項目が明らかに引き上げられ過ぎて

いるように思う。 

【回答１】 

 今回の残留基準の改正は、農薬取締法に基づく適

用拡大申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省から

なされたことに伴い、食品中の農薬等のポジティブ

リスト制度導入時に新たに設定された基準値（いわ

ゆる暫定基準）の見直しを含め、食品安全委員会に

おいて食品健康影響評価の上で農薬・動物用医薬品

部会において審議し、見直しを行い、幼小児、妊婦

及び妊娠の可能性のある女性も含めて国民の健康に

悪影響が生じないよう残留基準を設定しています。 

なお、残留基準の設定に関する審議過程について

は、農薬・動物用医薬品部会の資料及び食品安全委

員会の食品健康影響評価を御確認ください。 

（農薬・動物用医薬品部会の資料） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07221.html 

（農薬・動物用医薬品部会の議事録） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07842.html 

（食品健康影響評価） 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument

/show/kya20100125002 

 

今回基準値を設定した食品については、国内で実

施された作物残留試験成績に基づいて、品種、気候、

栽培条件のような変動要因のほか、分析誤差なども

考慮して残留基準を設定しています。詳細について

は、令和元年７月30日付け農薬・動物用医薬品部会

資料「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則に

ついて」を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf 

２ 【意見２】 

とうもろこしなど77食品の残留基準を削除すること

に賛成である。 

[理由] 

１、国内外で適用のない作物に基準を設定する必要は

【回答２】 

 食品の安全性の確保については、引き続き、国際

的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見

に基づいて必要な措置を講じてまいります。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07221.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07842.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20100125002
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20100125002
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf


ない。 

２、酢酸塩は、ラットの発がん性試験で、雌雄に副腎

褐色細胞腫、雄に単核細胞性白血病の発生頻度増加

が、マウスでは、雌雄で腎上皮性腫瘍の発生が認めら

れたが、非遺伝毒性メカニズムとされている。 

アルベシル酸塩はラットの2世代繁殖試験において、

授精率及び受胎率低下、着床数及び産児数減少が認め

られ、ウサギの発生毒性試験では、母体毒性が認めら

れる用量で胎児に骨格異常が認められている。 

このような農薬は、その摂取をできるだけ、減らすべ

きで、残留量を減らすため基準を下げるべきである。 

 

【意見３】 

下記の食品で、残留基準を2ppm以上にすることは反

対である。もっと低値にすべきである。 

（注）なお、意見２、意見３については、提示された

残留データに酢酸塩とアルベシル酸塩の区別がある

が、特にどの塩かは記載しなかった。 

(1)メロン類果実（果皮を含む。） 2ppm 

[理由] 

１、果実の残留試験6事例で、最大残留値0.76ppm

である。 

２、果肉の残留試験12事例で、最大残留値<0.02ppm

である。 

(2)みかん（外果皮を含む。） 2ppm 

[理由]温州みかん果実の残留試34事例で、最大残留

値0.84ppm、果肉の34事例で、最大0.07ppm、果皮の

34事例で、最大3.54ppmである。 

(3)レモン 2ppm 

[理由] 

１、レモンの残留データは不明で、小粒柑橘(14事例

で最大残留値0.57ppm)が参照されている。 

２、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。 

(4)オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2ppm 

[理由] 

１、オレンジの残留データは不明で、小粒柑橘(14事

例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。 

２、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答３】 

 残留基準の設定については、国民の健康保護を図

るとともに、農薬の適切な使用方法に基づく残留濃

度の実態を考慮する必要があると考えています。農

作物への農薬の残留は、品種、気候、栽培条件のよ

うな要因で変動することを踏まえ、作物残留試験の

実測値（最大残留濃度：最大使用条件下の作物残留

試験結果）から残留基準を設定するに際しては、こ

うした残留の変動要因のほか、分析誤差なども考慮

して残留基準を設定しています。詳細については、

令和元年７月30日付け農薬・動物用医薬品部会資料

「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則につい

て」を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf  

 

 メロン類果実、みかん、もも、おうとう、キウィ

ー、茶及びその他のスパイスについては、国内で実

施された作物残留試験成績に基づいて基準値を設定

しております。レモン、オレンジ、グレープフルー

ツ、ライム及びその他のかんきつ類果実については、

いずれもかんきつ（みかんを除く）として農薬登録

があることから、このかんきつ（みかんを除く）に

含まれる小粒柑橘の作物残留試験成績に基づいて基

準値を設定しています。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf


(5)グレープフルーツ 2ppm 

[理由] 

１、グレープフルーツの残留データは不明で、小粒柑

橘(14事例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。 

２、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。 

(6)ライム 2ppm 

[理由] 

１、ライムの残留データは不明で、小粒柑橘(14事例

で最大残留値0.57ppm)が参照されている。 

２、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。 

 (7)その他のかんきつ類果実 2ppm 

[理由] 

１、具体的な残留データは不明で、小粒柑橘(14事例

で最大残留値0.57ppm)が参照されている。 

２、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。 

(8)もも（果皮及び種子を含む。） 2ppm 

[理由]残留試験各8事例で、果実の最大残留値

0.74ppm、果肉で0.03ppm、果皮は4.82ppmである。 

(9)おうとう（チェリーを含む。） 4pm 

[理由] 

１、残留試験6事例で、果実の最大残留値1.70ppm

である。 

２、現行2ppmを緩和する理由が不明である。 

(10)キウィー（果皮を含む。） 5pm 

[理由]残留試験2事例で、果実の最大残留値2.91ppm、

果肉で<0.02ppm、果皮で19.7ppmである。 

(11)茶 10ppm 

[理由] 

１、荒茶の残留試験11事例で、最大残留値4.6ppm

である。 

２、浸出液の残留試験9事例で、最大残留値0.06ppm

である。 

(12)その他のスパイス 10ppm 

[理由]みかん果皮の残留試験34事例で、最大残留値

3.54ppmである。 

 

【意見４】 

全般的に残留基準が高すぎるため、残留実態を調べ、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答４】 

 設定した残留基準について、長期推定摂取量及び



より低い値に設定すべきである。 

[理由] 

１、ＴＭＤＩの対ＡＤＩ比は、各区分で、175.9から

495.0％で、目安の80％を大きく超えている。とくに、

茶、ミカン、リンゴの寄与率がそれぞれ、国民全体で

24％、13％、8％と大きい。 

推定

摂取

量 

国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 

TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI 

μg

／人

／

day 

215.6  38.9  495.0  66.3  175.9  30.0  266.6  48.8  

すべての作物で、残留基準値よりひくい暴露残留量

（物残留試験成績の平均値）を仮定して、ＥＤＩを算

出し、見かけ上80％以下にしている。残留量が少な

いなら、それに見合う基準にすればよい。 

たとえば、暴露量は以下のようである。 

  作物名  残留基準    暴露残留量 

  米     0.03 ppm    0.009 ppm 

    キャベツ    0.3              0.063 

  トマト     0.3       0.051 

    ミカン      2                0.04 

   イチゴ      0.5              0.141 

    茶          10               3.3 

２、意見1の [理由]２に述べたように、動物実験で

発がん性や繁殖、発生への影響がみとめられており、

このような成分の摂取は出来るだけ減らすべきであ

る。 

３、短期摂取量においても、国民全体で28作物、幼

小児で16作物が、残留基準より低い暴露残留量で、

ＥＳＴＩが算出され、それでも、ＥＳＴＩ/ＡＲｆｄ

比が10％超える作物が下表のようである。 

(*は、暴露残留量＜残留基準） 

ＥＳＴＩ 

/ＡＲｆＤ 
国民全体区分 幼小児区分 

20% 
トウガン、ナツミカン、ブドウ、 

リンゴ*、グレープフルーツ* 
モモ*、トマト 

短期推定摂取量の評価を行い、安全性を確認してい

ます。 

 

 長期推定摂取量の評価については、残留基準を設

定する全ての農畜水産物からの農薬の摂取量の総和

について一日摂取許容量（ADI）の80%の範囲内に収

まることを確認しています。そのため、ある特定の

食品について、残留基準の上限まで本剤が残留し、

かつ、当該食品の一日平均摂取量を超える量で摂取

したとしても、農薬の摂取量の総和への寄与は限定

的であると考えられます。また、全ての食品におい

て、残留基準の上限まで本剤が残留し、当該食品を

摂取する可能性は、極めて低いものと考えられます。 

また、理論最大一日摂取量（TMDI）方式による暴

露量の試算値は、残留基準と各食品の平均摂取量に

より算出されるスクリーニング手段としての計算値

であるため、平成13年１月15日付けの食品衛生調

査会（当時）の「残留農薬基準設定における暴露評

価の精密化に関する意見具申」に従い、より実態に

即した暴露量の試算値である推定一日摂取量（EDI）

方式により暴露評価を行い、ADIの80%の範囲内に収

まることを確認したものです。EDI 試算の根拠とし

ては、同意見具申を踏まえ、作物残留試験があるも

のは、その平均値を用いています。詳細については

以下を御覧ください。 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B

1D46071827492569D500276377.html 

 

 短期推定摂取量（ESTI）の評価については、一般

及び幼小児（妊婦又は妊娠している可能性のある女

性に対する急性参照用量（ARfD）が設定された場合

には、当該集団を含む。）の各集団について、残留基

準が設定されるそれぞれの食品ごとに、その最大摂

食量（短期間に大量に摂食した場合として、97.5パ

ーセンタイル値（100人中３～４番目に多く食べる人

の量に相当する摂食量））を用いて農薬の一日最大摂

取量を推定し、ESTI/ARfDが100%を超えないことを確

認しています。また、ESTIの推計においては、作物

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html


30 オレンジ*、マンゴ スイカ 

40 - リンゴ* 

50 キウイ ブドウ 

暴露量が基準値より低い例として、以下の作物があ

る。 

  作物名  残留基準    暴露残留量 

  米     0.03 ppm    0.0075 ppm 

  ダイズ   0.03       0.003 

    キャベツ    0.3              0.063 

  キュウリ  0.2       0.08 

    ミカン      2                0.2 

  リンゴ   0.9       0.22 

    茶          10                3.3 

残留試験が４例以上ある場合には、作物残留試験に

おける最高残留濃度（HR）を用い、３例以下の場合

には残留基準値（MRL）を用いることとしています。

HRを用いる場合についても、食品の形態に応じてHR

に変動係数を乗じるなど、ESTIが過小にならないよ

うに配慮しています。また、大量に混合又はブレン

ドされる米やオレンジ果汁等の場合は、中央値

（STMR）を用いており、一律に基準値を用いるより、

実態に即した評価となります。詳細については、平

成26年11月27日の農薬・動物用医薬品部会「急性参

照用量を考慮した残留農薬基準の設定について」を

御覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-111210

00-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf


ジフェノコナゾールに関する御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

ばれいしょの現行残留基準0.2ppmを日本で認められ

ない収穫後使用による輸入を可能にするため、4ppm

に緩和することに反対である。 

[理由] 

１、カナダの残留試験16事例で、種子処理後の最大

残留値0.096ppmである。 

２、日本やＥＵでは、収穫前の作物に殺菌剤としての

用途はあるが、収穫後の適用はない。また、ばれいし

ょへの適用登録もない。 

３、収穫後の作物への適用は、食品添加物・防黴剤と

して認可されなければ使用できない、わたしたちは、

いままでも、アゾキシストロビン、ピリメタニル、フ

ルジオキソニル、プロピコナゾールらの農薬が、日本

で適用のない方法で、柑橘類や果実類での使用を可と

するため、高い残留基準を設定することに反対してき

た。 

４、米国、カナダでは、収穫前の農薬として、小麦、

とうもろこし、ばれいしょ等に使用され、収穫後の防

かびを目的として、キャッサバ、さといも、ばれいし

ょ等に対し、塊茎にスプレー液として処理されるた

め、米国では4.0ppm、カナダでは４ppmの残留基準で

使用が認められており、この基準が採用されている。 

５、本成分は、マウスの18カ月発がん性試験で、肝

細胞腺腫及び肝細胞癌が認められるが、非遺伝毒性メ

カニズムと考えられている。また、浸透性農薬であり、

ポテトチップその他、ばれいしょ加工品にも残留して

くる。このような農薬の摂取は出来る限り減らすべき

で、収穫後にの食品添加物・防黴剤として使用するこ

とは、許可すべきでない。 

６、ＴＭＤＩへの寄与率が国民全体区分で21％と食

品中で一番たかい。 

 

 

 

 

【回答１】 

我が国では、従来より、収穫後にかび等による腐

敗、変敗の防止の目的で使用されているものは、食

品衛生法の添加物の定義にいう「保存の目的」で使

用されていると解され、添加物に該当するものとし

て取り扱ってきています。また、食品衛生法におい

ては、科学的に安全性及び有効性が確認され、ヒト

の健康を損なうおそれのないものであれば、代替品

の有無等にかかわらず、添加物として指定しその使

用を認めることとしています。  

ジフェノコナゾールは、今回、新たに収穫後にば

れいしょへの防かび効果を目的として使用するもの

として事業者より添加物指定の要請があり、科学的

にその安全性及び有効性が確認されたことから、今

般、添加物としての指定を行うものです。 

本剤の残留基準の設定については、収穫前又は収

穫後のいずれの使用によるものかの区別はできない

ことを踏まえ、両者の作物残留試験におけるいずれ

か高い方の実測値に基づき、残留基準値を設定する

こととしました。 

なお、国内での農薬使用については、農薬取締法

に基づきその使用方法が定められ、それに基づいた

適切な使用を行うよう指導がなされていることか

ら、基準値が高く設定されたことを受けて、国内で

農薬として多用されたり、使用方法の緩和が進んだ

りするものではないと考えます。 

 

内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価に

おいて、「マウス18か月発がん性試験において肝細胞

腺腫及び肝細胞癌が認められたが、これらの腫瘍の

発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価

に当たり閾値を設定することは可能であると考えら

れた。」と結論され、人が一生涯にわたって毎日摂取

し続けても健康への悪影響がないと推定される摂取

量として、一日摂取許容量（ADI）が設定されており、

これに基づく適切なリスク管理により食品を介した



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見２】 

いままでのパブコメ意見で下記食品の残留基準につ

いて、残留データが明白でないなどの理由で反対して

きたが、そのまま据え置かれている。残留実態を調査

し、見直すべきである。 

 (1)大豆 0.2ppm 

 (2)アボカド 0.6ppm 

 (3)なたね 0.2ppm 

 (4)キャベツ 2ppm 

 (5)芽キャベツ 2ppm 

 (6)カリフラワー 2ppm 

 (7)ブロッコリー 2ppm 

 (8)その他のあぶらな科野菜 2ppm 

 (9)アーティチョーク 2ppm 

(10)レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 2ppm 

(11)ねぎ（リーキを含む。） 6ppm 

(12)その他のゆり科野菜 9ppm 

(13)パセリ 25ppm 

安全性は担保できると考えています。詳細について

は、同委員会の評価書を御覧ください。 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument

/show/kya20190220027 

 

理論最大一日摂取量（TMDI）方式による暴露量の

試算値は、残留基準と各食品の平均摂取量により算

出されるスクリーニング手段としての計算値である

ため、平成13年１月15日付けの食品衛生調査会（当

時）の「残留農薬基準設定における暴露評価の精密

化に関する意見具申」に従い、より実態に即した暴

露量の試算値である推定一日摂取量（EDI）方式によ

り暴露評価を行い、ADIの80%の範囲内に収まること

を確認したものです。EDI試算の根拠としては、同意

見具申を踏まえ、作物残留試験があるものは、その

平均値を用いています。詳細については以下を御覧

ください。 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B

1D46071827492569D500276377.html 

 

【回答２】 

大豆の残留基準については、新たに0.2 ppmを設定

しております。これは、「国外で使用される農薬等に

係る残留基準の設定及び改正に関する指針につい

て」（平成16年２月５日付け食安発第0205001号厚生

労働省医薬食品局食品安全部長通知（最終改正 令

和元年10月30日付け生食発1030第１号））に基づく残

留基準の設定要請がなされたことに伴い、内閣府食

品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえ、

残留基準の設定を行ったものであり、日本における

適用作物のみでなく、輸入される可能性のある食品

については国際基準や海外における作物残留試験結

果等を参考に設定しています。このように設定した

残留基準についても、長期及び短期暴露評価を行い、

安全性を確認しています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000562333.pdf 

 

 なお、大豆以外の残留基準については、前回の残

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20190220027
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20190220027
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000562333.pdf


(14)セロリ 10ppm 

(15)ピーマン 2ppm 

(16)うめ 3ppm 

(17)おうとう（チェリーを含む。） 3ppm 

(18)いちご 2ppm 

(19)ブルーベリー 4ppm 

(20)ぶどう 4ppm  

(21)その他の果実 2ppm 

(22)茶 15ppm 

(23)その他のハーブ 35ppm 

(24)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

腎臓、食用部分 2ppm 

(25)とうがらし（乾燥させたもの） 5ppm 

 

【意見３】 

前年の案でも全般的に残留基準が高すぎ、もっと低値

にすべきであるとしてきたが、今回、ばれいしょの収

穫後の使用により、ＴＭＤＩが大幅に増加した。 

見栄え悪化防止を目的に、銀か病や乾腐病対策へのス

プレー処理がばれいしょの塊茎に行われることも、看

過できない。１回スプレー 処理を行った際の 最大残

留値が3.58mg/kg であったことから。 残留基準は

4ppmとなり、4ppm以上残留しないよう処理すること

が使用基準となっている。 

[理由] 

１、ＴＭＤＩの対ＡＤＩ比が2019年には、一般で

106.7％、幼小児で187.0％、妊婦で87.2％、高齢者

で125.1％と安全の目安の80%を超えており、2020年

にはさらに増加した。 

特に、ばれいしょの基準緩和の影響がおおきく反映し

ている。 

また、ほとんどの食品で、暴露残留量を残留基準より

低くしたＥＤＩを算出し、対ＡＤＩ比を目安の80％

以下に見せかけている。それでも、幼小児区分では、

70.2％である。 

たとえば、米 残留基準0.2ppm⇒暴露残留量

0.366ppm、キャベツ2ppm⇒0.35ppm、ぶどう4ppm⇒

0.73ppm、茶15ppm⇒0.7ppmなどである。 

留基準の改正時から現在に至るまでに新たな知見は

得られていないことから、現行の残留基準を維持す

ることとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答３】 

長期推定摂取量の評価については、【回答１】を御

参照ください。 

 

 短期推定摂取量（ESTI）の推計においては、作物

残留試験が４例以上ある場合には、作物残留試験に

おける最高残留濃度（HR）を用い、３例以下の場合

には残留基準値（MRL）を用いることとしています。

HRを用いる場合についても、食品の形態に応じてHR

に変動係数を乗じるなど、ESTIが過小にならないよ

うに配慮しています。また、大量に混合又はブレン

ドされる米等の場合は、中央値（STMR）を用いてお

り、一律に基準値を用いるより、実態に即した評価

となります。短期摂取量の推定等については、平成

26年11月27日の農薬・動物用医薬品部会「急性参照

用量を考慮した残留農薬基準の設定について」を御

覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121

000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf 

 

 食品健康影響評価については、【回答１】を御参照

ください。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf


2019年ばれいしょの残留基準0.2ppm、暴露残留量

0.04ppm 

区分 

推定

摂取

量 

国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 

TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI 

μg

／人

／

day 

564.6  119.6  296.2  67.5  489.7  107.0  673.9  138.5  

ADI

比

(％） 

106.7  22.6  187.0  42.6  87.2  19.1  125.1  25.7  

 

2020年 ばれいしょの残留基準4ppm、暴露残留量

1.2ppm 

区分 

推定

摂取

量 

国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 

TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI 

μg

／人

／

day 

738.3  169.0  447.4  111.3  669.8  158.1  843.5  185.1  

ADI

比

(％） 

139.6  31.9  282.4  70.2  119.3  28.1  156.6  34.4  

 

２、短期推定摂取量ＥＳＴＩの算出に際しても、暴露

数値を残留基準よりも、低値（残留試験の中央値）に

している食品が、国民全体区分で64種、幼小児区分

で36食品である。残留基準をもっと下げた方が、国

民の安全・安心につながる。 

ＥＳＴＩの対ＡＲｆＤ比は、一般区分で 20％がセロ

リ、幼小児区分で20％がばれいしょ*、ねぎ、もも、

ぶどう* である（*は暴露残留量＜残留基準）。 

３、マウスの18か月発がん性試験で、肝細胞腺腫及

び肝細胞癌が認められたが、非遺伝毒性メカニズムと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



考えられた。しかし、放射線や他の発がん物質の相乗

的影響、がん患者への影響が不明なことを考えると、

このような農薬は、出来る限り、その摂取を減らすべ

きで、残留基準を低く設定することが、消費者の安

全・安心につながる。 

 



チフルザミドに関する御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

下記の食品の残留基準を1ppmとすることに反対であ

る。もっと低値にすべきである。 

(1)米（玄米をいう。） 1ppm 

[理由] 

１、残留試験9事例で、散布7日後の最大残留値

0.48ppmであるが、7事例の試験では、最大残留値は

0.12から＜0.01ppmである。 

２、ＴＭＤＩへの寄与率は国民一般区分ほかで53％

前後とたかい。 

３、残留試験成績の平均値0.48ppm＝暴露残留量とし

て、ＴＭＤＩより低いＥＤＩを示しているが、残留実

態にみあう基準に下げるべきである。 

(2)その他の野菜 1ppm 

[理由] 

１、韓国における高麗人参の残留試験2事例で、最大

残留値は0.48ppmである。 

２、残留試験成績の平均値0.34ppm＝暴露残留量とし

て、ＴＭＤＩより低いＥＤＩを示しているが、残留実

態にみあう基準に下げるべきである。 

(3)魚介類 1ppm 

[理由] 

１、水田PEC及び14C標識チフルザミドをもちいたコ

イによる魚類濃縮性試験をもとにしたBCFkから推定

残留濃度を算出しているが、残留値の実測データをも

とに、設定すべきである。 

２、ＴＭＤＩへの寄与率は国民一般区分で、30％と米

についで高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答１】 

残留基準の設定については、国民の健康保護を図

るとともに、農薬の適切な使用方法に基づく残留濃

度の実態を考慮する必要があると考えています。農

作物への農薬の残留は、品種、気候、栽培条件のよ

うな要因で変動することを踏まえ、作物残留試験の

実測値（最大残留濃度：最大使用条件下の作物残留

試験結果）から残留基準を設定するに際しては、こ

うした残留の変動要因のほか、分析誤差なども考慮

して残留基準を設定しています。詳細については、

令和元年７月30日付け農薬・動物用医薬品部会資料

「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則につい

て」を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf  

 

米の残留基準については、国内での使用方法で実

施された作物残留試験成績に基づいて基準値を設定

しています。 

 

その他の野菜の残留基準については、韓国で実施

された高麗人参の作物残留試験成績に基づいて基準

値を設定しています。 

 

理論最大一日摂取量（TMDI）方式による暴露量の

試算値は、残留基準と各食品の平均摂取量により算

出されるスクリーニング手段としての計算値である

ため、平成13年１月15日付けの食品衛生調査会（当

時）の「残留農薬基準設定における暴露評価の精密

化に関する意見具申」に従い、より実態に即した暴

露量の試算値である推定一日摂取量（EDI）方式によ

り暴露評価を行い、一日摂取許容量（ADI）の80%の

範囲内に収まることを確認したものです。EDI試算の

根拠としては、同意見具申を踏まえ作物残留試験が

あるものは、その平均値を用いています。詳細につ

いては、以下を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見２】 

幼小児区分でのＴＭＤＩの対ＡＤＩ比は71.6 ％と

高く、目安の80％に近い。そのため、残留基準より

低い暴露量をもちいてＥＤＩを算出して、対ＡＤＩ比

を29.2％としている。残留基準を残留実態にみあう

低値にすればよい。 

また、短期推定摂取量ＥＳＴＩの算出においても、Ｔ

ＭＤＩの場合と同様、米の暴露残留量を0.48ppmと残

留基準1ppmより低値にしている。 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B

1D46071827492569D500276377.html 

 

魚介類の残留基準の設定については、国際的に確

立された方法はありませんが、水田などの水系に直

接処理、又はその近傍で使用され、魚介類への残留

が見込まれる農薬については、残留試験データ、残

留農薬等検査データ、水域環境中予測濃度、生物濃

縮係数等の結果を基に、基準値を設定しております。

詳細については、令和元年７月30日付け農薬・動物

用医薬品部会資料「食品中の農薬の残留基準値設定

の基本原則について」の別添２を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf  

 

【回答２】 

TMDI方式による暴露量の試算値は、残留基準と各

食品の平均摂取量により算出されるスクリーニング

手段としての計算値であるため、平成 13 年１月 15

日付けの食品衛生調査会（当時）の「残留農薬基準

設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」

に従い、より実態に即した暴露量の試算値である

EDI方式により暴露評価を行い、ADIの80%の範囲内

に収まることを確認したものです。EDI 試算の根拠

としては、同意見具申を踏まえ作物残留試験がある

ものは、その平均値を用いています。詳細について

は、以下を御覧ください。 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B

1D46071827492569D500276377.html 

 

短期推定摂取量（ESTI）の推計においては、作物

残留試験が４例以上ある場合には、作物残留試験に

おける最高残留濃度（HR）を用い、３例以下の場合

には残留基準値（MRL）を用いることとしています。

HRを用いる場合についても、食品の形態に応じてHR

に変動係数を乗じるなど、ESTIが過小にならないよ

うに配慮しています。また、大量に混合又はブレン

ドされる米等の場合は、中央値（STMR）を用いてお

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html


り、一律に基準値を用いるより、実態に即した評価

となります。 短期摂取量の推定等については、平成

26年11月27日の農薬・動物用医薬品部会「急性参照

用量を考慮した残留農薬基準の設定について」を御

覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121

000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf


ペルメトリンに関する御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

米など29食品の残留基準を削除することに賛成であ

る。 

[理由] 

１、国内外で、適用のない作物に、残留基準を設定する

必要はない。 

２、マウスの2年間慢性毒性/発がん性併合試験におい

て、雌で肝臓及び肺の良性腫瘍の発生頻度増加が認め

られたが、非遺伝毒性メカニズムと考えられているが、

ペルメトリンは環境ホルモン作用があることが知られて

おり、出来るだけ、摂取を減らすべきである。 

 

【意見２】 

下記の食品の残留基準を 2ppm以上に設定することに反

対である。もっと低値にすべきである。なお、農薬残留量

の経時変化は農薬評価書のデータを用いた。 

(1)小麦2ppm  

[理由]残留データが不明な国際基準2ppmが採用されて

いる。 

(2)大麦 2ppm 

[理由]残留データが不明な国際基準2ppmが採用されて

いる。 

(3)ライ麦 2ppm 

[理由]残留データが不明な国際基準2ppmが採用されて

いる。 

(4)とうもろこし 2ppm 

[理由]１、とうもろこしの残留試験２事例で、散布14日後

の最大残留値０.０４４ppmである。 

２、未成熟とうもろこしの残留試験２事例で、散布14日後

の最大残留値<０.００５ppmである。 

(5)そば 2ppm 

[理由]残留データが不明な国際基準2ppmが採用されて

いる。 

(6)その他の穀類 2ppm 

[理由]具体的な作物の残留データが不明な国際基準

2ppmが採用されている。 

【回答１】 

 厚生労働省では、内閣府食品安全委員会の行った

食品健康影響評価の結果を踏まえ、作物における農

薬の残留試験の結果、国民の各食品の摂食量データ

等に基づき、薬事・食品衛生審議会において専門家

や消費者の御意見を聴いて、幼小児、妊婦及び妊娠

している可能性のある女性も含めて国民の健康に

悪影響が生じないよう、残留基準を設定していま

す。引き続き、食品の安全性の確保について、国際

的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知

見に基づいて必要な措置を講じてまいります。 

 

【回答２】 

残留基準の設定については、国民の健康保護を図

るとともに、農薬の適切な使用方法に基づく残留濃

度の実態を考慮する必要があると考えています。農

作物への農薬の残留は、品種、気候、栽培条件のよ

うな要因で変動することを踏まえ、作物残留試験の

実測値（最大残留濃度：最大使用条件下の作物残留

試験結果）から残留基準を設定するに際しては、こ

うした残留の変動要因のほか、分析誤差なども考慮

して残留基準を設定しています。詳細については、

令和元年７月30日付け農薬・動物用医薬品部会資料

「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則につ

いて」を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/00054

3163.pdf  

 

かぶ類の葉、はくさい、キャベツ、ケール、こま

つな、きょうな、チンゲンサイ、その他のあぶらな

科野菜、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、

ねぎ、アスパラガス、ピーマン、その他のなす科野

菜、ほうれんそう、オクラ、未成熟えんどう、えだ

まめ、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全

体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、

その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf


(7)かぶ類の葉 15ppm 

[理由]１、残留試験４事例で、乳剤散布の最大残留値６.１

８ppmであるが、粒剤株元散布の最大残留値は<０.０１

ppmである。後者の適用に限れば、現行３.０ppmでも高

すぎる。 

(8)はくさい  5ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布７日後の最大残留値１.

７０ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準５ppmが採用されてい

る。 

(9)キャベツ 5ppm 

[理由]１、残留試験１０事例で、散布３日後の最大残留値

１.４４ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準5ppmが採用されている。 

(10)ケール 20ppm  

[理由]ケールの残留データ不明で、こまつな（最大残留

値１.８４-１２.５４ppm）が参照されている。 

(11)こまつな 20ppm  

[理由]１、残留試験２事例は施設栽培で、散布１日後の

最大残留値１.８４と１２.５４ppmとバラツキが大きすぎる。

散布１４日後には、それぞれ０.２５、２.７８ppmとなってい

る。 

２、現行5ppmを緩和するより、試験事例を増やすべきで

ある。 

(12)きょうな １０ppm 

[理由]１、みずな残留試験６事例は施設栽培で、最大残

留値４.８４ppmであるが、１日後４.７９ppm⇒１４日後１.１

１ppmの事例もある。 

２、現行基準３ppmを緩和するより、散布方法を検討して

残留値を減らすべきである。 

(13)チンゲンサイ ５ ppm 

[理由]残留試験２事例は施設栽培でで、散布１日後の最

大残留値２.５８ppmであるが、１日後２.６３ppm⇒１４日後

０.５３ppmの事例もある。 

(14)ブロッコリー2ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布３日後の最大残留値０.

７２ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準2ppmを採用している。 

なし、マルメロ、びわ 、もも、ネクタリン、すも

も、うめ、おうとう、ブルーベリー、その他のベリ

ー類果実、ぶどう、かき、キウィー、その他の果実、

ごまの種子、その他のスパイス及びその他のハーブ

については、国内で実施された作物残留試験成績か

ら基準値を設定しています。 

 

小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その

他の穀類、ブロッコリー、セロリ、あんず、茶、ホ

ップ、小麦粉、小麦はい芽、小麦ふすま、牛の筋肉、

豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋

肉、牛の脂肪、豚の脂肪及びその他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪の残留基準については、国際基準

であるコーデックス基準に基づき設定しています。

コーデックス基準が設定されている場合、衛生植物

検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）により、

原則として、コーデックス基準に準拠することが義

務付けられています。コーデックス基準の設定の根

拠とした残留試験データ等が記載されている評価

レポートについては、FAO又はWHOのwebサイトにお

いて入手可能です。下記のホームページ等を御覧く

ださい。 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-the

mes/theme/pests/lpe/en/ 

 

また、小麦等の穀物については、下記のホームペ

ージ等を御覧ください。 

http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/

v080pr29.htm 

 

アーティチョーク及びアボカドの残留基準につい

ては、米国の使用方法で実施された作物残留試験成

績に基づいて基準値を設定しています。 

 

 その他のうり科野菜の残留基準については、農林

水産省からの緊急登録理由書に基づき、にがうりの

残留濃度をきゅうりの作物残留試験の残留濃度の

５倍の濃度とみなし、基準値を設定しています。 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/lpe/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/lpe/en/
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v080pr29.htm
http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v080pr29.htm


(15)その他のあぶらな科野菜 20ppm 

[理由]１、具体的な作物の残留データは不明で、こまつ

な（最大残留値１.８４-１２.５４ppm）が参照されている。 

２、現行基準３ppmは国際基準０.１ppmよりも緩和してい

る。 

(16)アーティチョーク 5ppm 

[理由]１、アメリカの残留試験５事例で、散布０日後の最

大残留値４ppmである。 

２、現行基準１０ppmを強化したが、まだ、高すぎる。 

(17)しゅんぎく ３ppm 

[理由]残留試験２事例で、最大残留値１.２ppmである。 

(18)レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）20ppm 

[理由]１、レタスの残留試験２事例で、最大残留値４.１６

ppm、リーフレタス２事例で最大７.６６ppm、サラダ菜２、

事例で最大６.７８ppmであるが、リーフレタス３日後７.６６

ppmが１４日後１.１８ppmとなった事例がある。 

２、現行基準３ppmを残留データ不明の国際基準２ppm

よりも大幅に緩和している。 

(19)その他のきく科野菜 2ppm  

[理由]１、葉ごぼうの残留試験２事例で、散布日後の最

大残留値０.９４ppmである。 

２、現行基準３ppmを緩和したが、まだ、高すぎる。 

(20)ねぎ（リーキを含む。）2ppm  

[理由]１、残留試験６事例で、最大残留値３.４１ppmであ

るが、１ppm以下の事例もある。 

２、現行基準３ppmを強化したが、まだ、高すぎる。 

(21)アスパラガス ３ppm 

[理由]１、残留試験８事例で、散布１日後の最大残留値１.

２５ppmである。 

２、残留データは不明な国際基準１ppmよりも緩和してい

る。 

(22)セロリ 2ppm  

[理由]残留データ不明な国際基準2ppmを採用している。 

(23)ピーマン ４ppm 

[理由]１、残留試験６事例で、散布１日後の最大残留値１.

５２ppmである。 

２、現行基準３ppmを緩和し、国際基準１ppmよりも緩和

している。 

なお、残留基準の設定に関する審議過程について

は、農薬・動物用医薬品部会の資料及び食品安全委

員会の食品健康影響評価を御確認ください。 

（農薬・動物用医薬品部会の資料） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07221.html 

（農薬・動物用医薬品部会の議事録） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07842.html 

（食品健康影響評価） 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocumen

t/show/kya20180418021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07221.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07842.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20180418021
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20180418021


(24)その他のなす科野菜９  ３ppm 

[理由]１、甘長とうがらしの残留試験４事例で、散布７日

後の最大残留値１.１０ppmである。 

２、残留データが不明な国際基準１ppmよりも緩和してい

る。 

(25)その他のうり科野菜 2ppm 

[理由]１、具体的な作物の残留データは不明で、きゅうり

（６事例で、最大残留値０.１６８ppm）が参照されている。 

２、にがうりの残留濃度は、きゅうりの作物残留濃度の５

倍＝０.８４ppmとみなされている 

３、現行基準３ppmを強化したが、まだ、高すぎる。 

(26)ほうれんそう 5ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布１４日後の最大残留値

１.８７ppmである。 

２、現行基準＝国際基準2ppmでも、高すぎる。 

(27)オクラ ３ppm 

[理由]残留試験３事例で、散布１日後の最大残留値１.１３

ppmである。 

(28)未成熟えんどう ３ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布１日後の最大残留値１.

２６ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準０.１ppmよりも緩和されて

いる。 

(29)えだまめ ３ppm 

[理由]残留試験２事例で、散布１４日後の最大残留値１.４

５ppmである。 

(30)その他の野菜 ３ppm 

[理由]１、エンサイの残留試験２事例で、散布１４日後の

最大残留値＜０.０４ppm、はこべ（２事例で０.３８ppm）、つ

るむらさき（２事例で０.９１ppm）である。 

２、えだまめ（最大残留値１.４５ppm）が参照されている。 

(31)みかん（外果皮を含む。） ３ppm 

[理由]１、残留試験４事例で、果肉の最大残留値０.０１３

ppm、果皮で７.３５ｐｐｍ。果実で１.４８ppmであるが、こ

れらは散布であり、０.２％のエアゾルの樹穴への噴射で

は、＜０.０５ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準０.５ppmよりも緩和してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(32)なつみかんの果実全体 ５ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布１４日後の最大残留値

１.５２ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準０.５ppmよりも緩和してい

る。 

(33)レモン 5ppm 

[理由]１、残留データ不明な国際基準０.５ppmよりも緩和

している。 

２、すだち（最大残留値２.０４ppm）、かぼす（２.１４ppm）

が参照されている。 

(34)オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）5ppm 

[理由]１、残留データ不明な国際基準０.５ppmよりも緩和

している。 

２、すだち（最大残留値２.０４ppm）、かぼす（２.１４ppm）

が参照されている。 

(35)グレープフルーツ 5ppm  

[理由]１、残留データ不明な国際基準０.５ppmよりも緩和

している。 

２、すだち（最大残留値２.０４ppm）、かぼす（２.１４ppm）

が参照されている。 

(36)ライム 5ppm 

[理由]１、残留データ不明な国際基準０.５ppmよりも緩和

している。 

２、すだち（最大残留値２.０４ppm）、かぼす（２.１４ppm）

が参照されている。 

(37)その他のかんきつ類果実 5ppm 

[理由]すだちの残留試験１事例で、散布１４日後の最大

残留値２.０４ppm、かぼす１事例で２.１４ppmである。 

(38)りんご ２ppm 

[理由]１、残留試験１０事例で、最大残留値１.９７ppmで

あるが、散布では１ppm以下の事例が６件あり、０.２％

のエアゾルの樹幹注入では、＜０.０１ppmである。  

(39)日本なし 2ppm 

[理由]１、残留試験８事例で、最大残留値１.４０ppmであ

る。 

２、残留データ不明な国際基準2ppmを採用している。 

(40)西洋なし 2ppm 

[理由]西洋なしの残留データは不明で、日本なしを参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



し、国際基準2ppmが採用されている。 

(41)マルメロ 2ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布１４日後の最大残留値

０.９ppmである。 

(42)びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）5ppm  

[理由]１、果肉の残留試験７事例で、最大残留値０.１７７

ppm、果皮６事例で、１１ppm、果実６事例で２.３３ppmで

ある。 

２、残留データ不明な国際基準２ppmよりも緩和してい

る。 

(43)もも（果皮及び種子を含む。） ７ppm 

[理由]果肉の残留試験７事例で、最大残留値０.１６４

ppm、果皮４事例で、２２.５ppm、果実７事例で３.３８ppm

であるが、果実で最大残留値０.４９-１.１４ppmが３件あ

る。 

(44)ネクタリン 2ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布７日後の最大残留値０.

７０ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準2ppmが採用されている。 

(45)あんず（アプリコットを含む。）2ppm 

[理由]残留データ不明な国際基準2ppmが採用されてい

る。 

(46)すもも（プルーンを含む。）  2ppm 

[理由]１、残留試験４事例で、最大残留値０.９４０ppmで

ある。 

２、残留データ不明な国際基準2ppmが採用されている。 

(47)うめ 5ppm 

[理由]１、残留試験４事例で、散布日後の最大残留値２.８

３ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準2ppmよりも緩和してい

る。 

(48)おうとう（チェリーを含む。）  ７ppm 

[理由]１、残留試験４事例で、散布１日後の最大残留値２.

９７ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準2ppmよりも緩和してい

る。 

(49)ブルーベリー ３ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、最大残留値１.３８ppmであ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



る。 

２、現行基準5ppmを強化したが、まだ、高すぎる。 

(50)その他のベリー類果実 2ppm 

[理由]１、アロニアの残留試験２事例で、散布１４日後の

最大残留値０.８６ppm、ハスカップ３事例で、散布３日後

の最大残留値０.６８ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準2ppmが採用されている。 

(51)ぶどう８ppm 

[理由]１、残留試験６事例で、散布７日後の最大残留値３.

０４ppmである。 

２、残留データ不明な国際基準５ppmよりも緩和されてい

る。 

(52)かき ４ppm 

[理由]１、残留試験８事例で、散布日後の最大残留値１.７

６ppmである。 

２、現行基準5ppmより強化されたが、まだ、高すぎる 

(53)キウィー（果皮を含む。） １０ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布７日後の果肉の最大

残留値０.０９４ppm、果実で５.１５ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準2ppmよりも緩和してい

る。 

(54)アボカド 5ppm  

[理由]残留データが不明である。 

(55)その他の果実  5ppm 

[理由]オリーブの残留試験２事例で、最大残留値２.５４

ppm、いちじく事例で０.５８ppm、かりん２事例で１.２７

ppm、さるなし２事例で１.５６ppm、はまなす２事例で１.６

ppmである。 

(56)ごまの種子 ２ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布３日後の最大残留値０.

６ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準５ppmが強化されたが、

まだ、高すぎる。 

(57)茶 20ppm 

[理由]１、残留試験２事例で、散布３５日後の荒茶の最大

残留値９.４０ppm、浸出液で０.１６ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準20ppmが採用されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(58)ホップ ５０ppm 

[理由]残留データ不明の国際基準５０ppmが採用されて

いる。 

(59)その他のスパイス  １５ppm 

[理由]１、みかん果皮の残留試験４事例で、最大残留値

７.３５ppmである。 

２、残留データ不明の国際基準０.０５ppmに比べ、高す

ぎる。 

(60)その他のハーブ 20ppm 

[理由]１、こまつなが参照されている。 

(61)小麦粉（全粒粉に限る。）2ppm 

[理由]残留データ不明の国際基準2ppmが採用されてい

る。 

(62)小麦はい芽 2ppm、小麦ふすま 5ppm  

[理由]それぞれ、残留データ不明の国際基準が採用さ

れている。 

(63)牛 豚 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋

肉、脂肪 １ppm 

[理由]MDBやSTMRから推定したペルメトリン混合飼

料、動物医薬品に由来する噴霧や耳標装着による家畜

への投与試験が実施され、組織への残留量が測定され

ているが、いずれも、実際の飼育による試験ではない。 

市場流通する畜産物の実測データを調査して、基準に

反映さすべきである。 

 

【意見３】 

全般的に残留基準が高すぎる。残留実態を調査し、もっ

と低値にすべきである。 

[理由] 

１、意見１の 理由２と同じ。 

２、ＴＭＤＩの対ＡＤＩ比は、幼小児区分１１５％で、目安の

８０％を大きく超えている。他の区分でも５７.５-６９.７％と

高い。ＴＭＤＩへの寄与率が高いのは、レタス、茶、キャベ

ツ、小麦、こまつなで、国民一般区分各５-１１％である。 

ＴＭＤＩの算出に際しては、畜産品を除く、ほとんどの作

物で、残留基準より低値の暴露残留量で評価して、ＥＤＩ

として、見かけ上、対ＡＤＩ比を低値にみせかけている。 

 たとえば、 キャベツ 残留基準５ppm⇒暴露残留量０.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答３】 

理論最大一日摂取量（TMDI）方式による暴露量の

試算値は、残留基準と各食品の平均摂取量により算

出されるスクリーニング手段としての計算値であ

るため、平成13年１月15日付けの食品衛生調査会

（当時）の「残留農薬基準設定における暴露評価の

精密化に関する意見具申」に従い、より実態に即し

た暴露量の試算値である推定一日摂取量（EDI）方

式により暴露評価を行い、一日摂取許容量（ADI）

の80%の範囲内に収まることを確認したものです。

EDI試算の根拠としては、同意見具申を踏まえ作物

残留試験があるものは、その平均値を用いていま

す。詳細については、以下を御覧ください。 



１３ppm、茶20ppm⇒０.０６ppm、レタス２０ppm⇒５.４４

ppm、みかん３ppm⇒０.０１３ppm、いちご１ppm⇒ ０.２９

ppmなど。 

区分 

推定

摂取

量 

国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 

TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI 

μg／

人／

day 

１６８５.２  ４９８.７  ９４８.９  ３３１.３  １６８３.０  ５４５.９  １９５４.７  ５３１.３  

ADI比

（％） 

６１.２  １８.１  １１５.０  ４０.２  ５７.５  １８.７  ６９.７  １８.９  

 

３、短期推定摂取量ＥＳＴＩの算出に際して、暴露数値を

残留基準よりも低い残留量としている食品は、国民全体

で３４作物、幼小児で１７作物ある。 

そのうち、ESTI/ADIが１０％を超えるのは、下記のよう

である。 

（*印は残留基準より低い暴露残留量で算出） 

たとえば、小麦及び大麦 残留基準２ppm⇒暴露量０.９６

ppm、たかな20ppm⇒１５ppm、レタス20ppm⇒７.７６ppm、

ほうれんそう 5ppm⇒３ppm、 

もも７ppm⇒３.３８ppm、いちご１ppm⇒０.５６ppm、ぶどう

８ppm⇒３.０４ppm 

国民全体区分 ３０% ケール 

 
２０% こまつな、たかな*、グレープフルーツ 

幼小児区分 ４０% こまつな 

 
３０% オレンジ もも* 

 

２０% はくさい、キャベツ、レタス*、みかん、

ぶどう* 

４、人の尿中に、ＰＢＡ （フェノキシ安息香酸）やＤＣＣＡ

（ジメチルシクロプロパンカルボン酸）が検出されている

が、これらはピレスロイド類（ペルメトリンも含む）の代謝

物であり、摂取経路は明確でないが、人が日常的に汚

染物を摂取している査証である。 

＜参照資料＞環境省のパンフ「日本人における化学物

質のばく露量について２０１７」 

 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953

B1D46071827492569D500276377.html 

 

短期推定摂取量（ESTI）の評価については、一般

及び幼小児（妊婦又は妊娠している可能性のある女

性に対する急性参照用量（ARfD）が設定された場合

には、当該集団を含む。）の各集団について、残留

基準が設定されるそれぞれの食品ごとに、その最大

摂食量（短期間に大量に摂食した場合として、97.5

パーセンタイル値（100人中３～４番目に多く食べ

る人の量に相当する摂食量））を用いて農薬の一日

最大摂取量を推定し、ESTI/ARfDが100%を超えない

ことを確認しています。詳細については、平成 26

年11月27日の農薬・動物用医薬品部会「急性参照

用量を考慮した残留農薬基準の設定について」を御

覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121

000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf 

 

また、厚生労働省は、国民が日常の食事を介して

食品中に残留する農薬をどの程度摂取しているか

を把握するため、マーケットバスケット調査方式に

よる一日摂取量調査を実施しています。ペルメトリ

ンを含め、農薬等の推定摂取量はADIと比較して十

分に低いことを確認しています。詳細ついては下記

サイトをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000500686.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000066805.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000500686.pdf


【意見４】 

ペルメトリンは、農薬や動物用薬品用途だけでなく、生活

環境での衛生害虫等の駆除に用いられるため、栽培さ

れた作物や家畜への残留のほか、食品への付着による

経口、大気を通じての経気、皮膚付着による経皮などの

摂取を総合的に評価する必要がある。 

[理由]２０１８年度のペルメトリンのＰＲＴＲ届出外排出量

は、以下のようで、農薬が１１.８９トン、身の回りでの殺

虫剤等が８.２４トンある。 

表 ペルメトリン ２０１８年度の年間排出量（単位 kg/

年） 

 農薬                     

   田     -             

   果樹園   ２７０５          

   畑      ６９３９          

   家庭     ６６６          

   ゴルフ場  １５１０          

   森林       ３.９        

   非農耕地   ６６          

   合計   １１８９０ kg/年 

 殺虫剤 

   家庭用殺虫剤          １１１６ 

   防疫用殺虫剤自治体    ６２９ 

   防除業者             １１６８ 

   不快害虫用殺虫剤     １１４４ 

   シロアリ防除剤 業務   ４１８４ 

   シロアリ防除剤 家庭    

   合計                  ８２４１ 

【回答４】 

環境に対する影響等においては、農業従事者への

影響、水質や水生生物などの環境への影響、周辺の

農作物や蜜蜂などの有用生物への影響等について、

農林水産省が農薬登録の際に考慮しているものと

承知しています。 

 また、長期暴露評価においては、水又は大気から

暴露しうることを考慮し、食品からの摂取量がADI

の80%以内になることを確認しています。 

 

 

 

 

 



ベンチアバリカルブイソプロピルに関する御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

下記の食品に残留基準を２ppm以上に設定すること

に反対である。もっと低値にすべきである。 

(1)はくさい 2ppm 

[理由]残留試験4事例で、散布7日後の最大残留値

0.595ppmである。 

(2)レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 15ppm 

[理由] 

１、レタスの残留試験6事例で、散布1日後の最大残

留値0.69ppmである。 

２、リーフレタスの残留試験2事例で、散布1日後の

最大残留値5.0ppmであるが、散布後日数が経つとど

の程度になるか不明である。 

３、サラダ菜の残留試験2事例で、散布1日後の最大

残留値4.40ppmであるが、散布後日数が経つとどの程

度になるか不明である。 

(3)トマト 2ppm 

[理由] 

１、トマトの残留試験2事例で、散布1日後の最大残

留値0.364ppmである。 

２、ミニトマトの残留試験4事例で、散布1日後の最

大残留値0.71ppmである。 

(4)なす 2ppm 

[理由]残留試験2事例で、最大残留値0.72ppmである。 

(5)その他のなす科野菜 2ppm 

[理由]韓国のトウガラシの残留試験3事例で、最大残

留値0.42ppmである。 

(6)いちご 2ppm 

[理由]残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値

0.56ppmである。 

(7)ぶどう 2ppm 

[理由]大粒及び小粒ぶどうの残留試験9事例で、最大

残留値0.840ppmである。 

(8)その他のスパイス  5ppm 

[理由]みかん果皮の残留試験4事例で、散布1日後の

最大残留値2.10ppmである。 

【回答１】 

残留基準の設定については、国民の健康保護を図

るとともに、農薬の適切な使用方法に基づく残留濃

度の実態を考慮する必要があると考えています。農

作物への農薬の残留は、品種、気候、栽培条件のよ

うな要因で変動することを踏まえ、作物残留試験の

実測値（最大残留濃度：最大使用条件下の作物残留

試験結果）から残留基準を設定するに際しては、こ

うした残留の変動要因のほか、分析誤差なども考慮

して残留基準を設定しています。詳細については、

令和元年７月30日付け農薬・動物用医薬品部会資料

「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則につい

て」を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf 

 

 はくさい、レタス、トマト、なす、いちご、ぶど

う及びその他のスパイスについては、国内で実施さ

れた作物残留試験成績に基づいて基準値を設定して

います。なお、リーフレタス及びサラダ菜の作物残

留試験においては、散布後日数１、３、７及び14日

の成績が得られておりますが、いずれも散布後日数

１日で最大濃度となっております。 

 

 その他のなす科野菜については、韓国で実施され

た作物残留試験成績に基づいて基準値を設定してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf


【意見２】 

全般的に、残留基準が暴露残留量より高すぎる。もっ

と低値にすべきである。 

[理由] 

１、発がん性試験では、ラット、マウスで肝、ラット

で子宮、マウスで甲状腺に腫瘍が認められているが、

TA98株による復帰突然変異試験で陽性であるにも拘

わらず、非遺伝毒性メカニズムとされている。このよ

うな農薬は出来る限り摂取を減らすべきで、基準を低

値にすればよい。 

２、ＴＭＤＩへの寄与率が高い作物は、レタスが国民

全体区分で39％、なすが17％である。 

３、ＥＤＩが算出されているが、残留試験成績の平均

値として、暴露残留量を採用すると、TMDIの４分の1

程度になる。残留実態に見合う低い残留基準にすれば

よい。 

【回答２】 

本剤の発がん性については、内閣府食品安全委員

会の食品健康影響評価によると、「ラットにおいては

雄で肝細胞腺腫、雌で子宮腺癌、マウスにおいては

雌雄で肝細胞腺腫、雄で甲状腺ろ胞細胞腺腫、肝芽

細胞腫及び肝細胞癌の発生頻度増加がそれぞれ認め

られたが、各腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるもの

とは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは

可能であると考えられた。」と結論され、人が一生涯

にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がな

いと推定される摂取量として、一日摂取許容量（ADI）

が設定されています。詳細については、同委員会の

評価書を御覧ください。 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument

/show/kya20190417078 

  

また、設定した残留基準について、長期推定摂取

量の評価を行い、安全性を確認しています。 

 長期推定摂取量の評価については、残留基準を設

定する全ての農畜水産物からの農薬の摂取量の総和

について ADI の 80%の範囲内に収まることを確認し

ています。そのため、ある特定の食品について、残

留基準の上限まで本剤が残留し、かつ、当該食品の

一日平均摂取量を超える量で摂取したとしても、農

薬の摂取量の総和への寄与は限定的であると考えら

れます。また、全ての食品において、残留基準の上

限まで本剤が残留し、当該食品を摂取する可能性は、

極めて低いものと考えられます。 

また、理論最大一日摂取量（TMDI）方式による暴

露量の試算値は、残留基準と各食品の平均摂取量に

より算出されるスクリーニング手段としての計算値

であるため、平成13年１月15日付けの食品衛生調

査会（当時）の「残留農薬基準設定における暴露評

価の精密化に関する意見具申」に従い、より実態に

即した暴露量の試算値である推定一日摂取量（EDI）

方式により暴露評価を行い、ADIの80%の範囲内に収

まることを確認したものです。EDI 試算の根拠とし

ては、同意見具申を踏まえ、作物残留試験があるも

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20190417078
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20190417078


のは、その平均値を用いています。詳細については

以下を御覧ください。 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B

1D46071827492569D500276377.html 

 

http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html
http://www.ffcr.or.jp/shingikai/2001/01/2A953B1D46071827492569D500276377.html


メチルテトラプロールに関する御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

りんご 、茶、魚介類の残留基準に反対である。もっ

と低値にすべきである。 

(1)りんご 7ppm 

[理由] 

１、残留試験6事例で、散布1日後の果実の最大残留

値3.30ppm、可食部2事例で1.74ppmである。 

２、残留試験成績の平均値は2.157ppmであり、残留

実態にみあう基準に下げるべきである。 

(2)茶  50ppm 

[理由] 

１、残留試験6事例で、荒茶の散布14日後の最大残

留値21.1ppmであるが、1.19ppmの事例もあり、バラ

ツキが大きすぎる。また浸出液では、最大残留値が

0.14から1.93ppmである。 

２、残留試験成績の平均値は1.012ppmであり、残留

実態にみあう基準に下げるべきである。 

(3)魚介類 0.05ppm 

[理由]非水田PECと、14C標識のメチルテトラプロー

ルをもちいたコイによる魚類濃縮性試験をもとにし

たBCFssから推定残留濃度を算出しているが、残留値

の実測データをもとに、設定すべきである。 

【回答１】 

残留基準の設定については、国民の健康保護を図

るとともに、農薬の適切な使用方法に基づく残留濃

度の実態を考慮する必要があると考えています。農

作物への農薬の残留は、品種、気候、栽培条件のよ

うな要因で変動することを踏まえ、作物残留試験の

実測値（最大残留濃度：最大使用条件下の作物残留

試験結果）から残留基準を設定するに際しては、こ

うした残留の変動要因のほか、分析誤差なども考慮

して残留基準を設定しています。詳細については、

令和元年７月30日付け農薬・動物用医薬品部会資料

「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則につい

て」を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf  

 

りんご及び茶の残留基準については、国内での使

用方法で実施された作物残留試験成績に基づいて基

準値を設定しています。 

 

魚介類の残留基準の設定については、国際的に確

立された方法はありませんが、水田などの水系に直

接処理、又はその近傍で使用され、魚介類への残留

が見込まれる農薬については、残留試験データ、残

留農薬等検査データ、水域環境中予測濃度、生物濃

縮係数等の結果を基に、基準値を設定しております。

詳細については、令和元年７月30日付け農薬・動物

用医薬品部会資料「食品中の農薬の残留基準値設定

の基本原則について」の別添２を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543

163.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000543163.pdf


 

全般に係る御意見 

番号 御意見（概略） 回答 

１ 【意見１】 

今以上に発達障害、自閉症の人を増やさないようにす

べきでは？  

農薬の使用推移と、これらの病気の発症率は比例して

いる。 農薬を減らすと、医療費も下がるし、一石二

鳥。税金をもっと、生産性のあることに使った方が楽

しい。 

※その他同様の意見が１件 

【回答１】 

厚生労働省では、内閣府食品安全委員会における

食品健康影響評価の結果を踏まえ、残留試験の結果

や国民の各食品の摂食量データ等に基づき、薬事・

食品衛生審議会において専門家や消費者の御意見を

聴いて、子供や妊婦も含めて国民の健康に悪影響が

生じないよう、農薬の残留基準を設定しています。 

内閣府食品安全委員会における食品健康影響評価

において、幼小児、妊婦及び妊娠の可能性のある女

性などによる感受性の違いも考慮して適切に一日摂

取許容量（ADI）や急性参照用量（ARfD）が評価され

ているものと承知しています。 

２ 【意見２】 

食品、添加物等の規格基準は、人体への影響が少ない

よう設定を願う。安心して食べられる基準にするよう

願う。残留量も改定で高くすることはないようお願い

する。 

【回答２】 

農薬の残留基準設定等については【回答１】を御

参照ください。 

 

また、食品添加物についても、科学的知見に基づ

き、人の健康に悪影響を生じないよう規制をしてお

ります。詳細については、以下の厚生労働省のホー

ムページを御確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html 

３ 【意見３】 

一つ一つの変更の定義が私には分かりかねるが、ヨー

ロッパなどの先進国よりも大幅に農薬に関する基準

が緩い日本でこれ以上残留農薬の規制を緩和するの

は国民の健康を蔑ろにして、製薬会社が農薬で人を不

健康にして病気にさせ、治療のために病院で薬を貰う

という構図を作るためにやっているのかと思ってし

まう。特に1年を通して日本人がよく口にするお茶の

農薬基準の緩和は異常である。緑茶が健康にいいなん

て思えない。 

他にもばれいしょやその他のスパイス、今回変更にな

っていないパセリの現在の数値高すぎないか？セロ

リがフラノクマリンの予防のために殺菌剤が必要だ

【回答３】 

農薬の残留基準設定等については【回答１】を御

参照下さい。 

 

なお、水質や水生生物などの環境への影響、周辺

の農作物や蜜蜂などの有用生物への影響等について

は、農林水産省において農薬登録の際に考慮されて

いるものと承知しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html


としてもパセリには無用では？飾りとして日本人は

あまり食べないからいいということなのか？スーパ

ーのパセリを蝶の幼虫にあげたら死んだという記事

を読んだ。商品として販売される時点でそれだけの残

留農薬があるのであれば土壌汚染や生態系への影響

も酷いと思う。世界中の蜂が減少している中、日本の

農産物による生態系への影響は深刻で、これ以上経済

成長や大手企業の利益を理由に農薬に関する規制緩

和は許されない。 

※その他同様の意見が１件 

４ 【意見４】 

法令に基づいて粛々と審査されているのだろうが、食

品衛生法の趣旨に立ち戻れば、例外なく全ての残留農

薬や合成添加物は一切禁止すべき。そのような中で、

農薬は未だに緩くする食品があること自体、残念でな

らない。また、発がん性については、そのリスクがい

くつかの農薬で確認されているが、それにも関わらず

「腫瘍の発生メカニズムは遺伝毒性によるものとは

考え難く」という定型文で、禁止まで踏み込まない現

状の基準値設定のあり方に疑問を感じる。 

【回答４】 

農薬の残留基準設定等については【回答１】を、

添加物については【回答２】を御参照下さい。 

 

５ 【意見５】 

近年日本でも自然栽培の農産物やオーガニック製品

が目立つようになり、消費者としては安心している

が、その流れに逆行するような案だと思う。ジフェコ

ナゾールは農薬であってそれが添加物になるという

のは理解できず、危機感を覚える。また、本来人体に

とって不自然な農薬や添加物の基準値が引き上げら

れる(今よりたくさん使っても良いということだと解

釈した)ということにも非常に不安を感じる。よって、

「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（案）」

及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件

（案）」の施行には断固反対する。 

【回答５】 

我が国では、食品衛生法上、農産物の収穫前に使

用する化学物質は農薬として、保存の目的で収穫後

に使用する化学物質は食品添加物に分類されるた

め、ジフェノコナゾールは、農薬としても食品添加

物としても指定されることとなります。基準値につ

いては、内閣府食品安全委員会における食品健康影

響評価の結果を踏まえ、残留試験の結果や国民の各

食品の摂食量データ等に基づき、薬事・食品衛生審

議会において専門家や消費者の御意見を聴いて、子

供や妊婦も含めて国民の健康に悪影響が生じないよ

う設定しています。 

 

なお、ジフェコナゾールの残留基準の設定に係る

資料については、農薬・動物用医薬品部会の資料及

び食品安全委員会の食品健康影響評価を御確認くだ

さい。 

（農薬・動物用医薬品部会の資料） 



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06455.html 

（農薬・動物用医薬品部会の議事録） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07842.html 

（食品健康影響評価） 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument

/show/kya20190220027 

 

また、ジフェコナゾールの添加物の新規指定及び

規格基準の設定に関する審議過程については、食品

衛生分科会添加物部会の資料を御確認ください。 

(食品衛生分科会添加物部会) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuj

i_127889.html 

(食品衛生分科会添加物部会の議事録) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07402.html 

６ 【意見６】 

農薬の添加物指定はやめてほしい。 

健康被害があると分かっているのになぜそうするの

か？ 

【回答６】 

【回答５】を御参照下さい。 
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